
山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
十
号
　
　
令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
九
七

山
梨
県
公
報

第
二
百
十
号

令
和
三
年

七
月
二
十
九
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更	

三
九
七

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定	

三
九
七

公

告

○
令
和
三
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
実
施	

三
九
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地
等
の
変
更
の
届
出	

三
九
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出
（
六
件
）	

三
九
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任	

四
〇
二

○
都
市
計
画
の
変
更
図
書
の
縦
覧	

四
〇
三

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

四
〇
四

○
直
接
請
求
又
は
解
職
の
請
求
の
た
め
の
署
名
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間	

四
〇
五

監
査
委
員

○
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
協
議	

四
〇
五

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
身
延
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
八
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
富
士
川
身
延
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
身
延
町
和
田
字
入
山
五
七
一
番
一
地
先

か
ら

南
巨
摩
郡
身
延
町
和
田
字
平
林
五
七
六
番
一
四
二

地
先
ま
で

旧

一
〇
・
八
～

　
　
二
五
二
・
四

　
五
〇
八
・
五

新

三
六
・
八
～

　
　
二
五
二
・
四

　
四
八
一
・
七

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
指
定
の
年
月
日
　
令
和
三
年
七
月
十
九
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
字
上
中
道
四
千
九
百
二
十
六
番
四

三
　
指
定
道
路
の
幅
員
　
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長
　
七
十
九
・
五
五
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

◉
　
令
和
三
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
実
施

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
試
験
日
時
　
令
和
三
年
十
月
二
十
二
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら

二
　
試
験
場
所
　
甲
府
市
朝
気
一
丁
目
二
番
二
号
　
山
梨
県
立
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
（
ぴ
ゅ

あ
総
合
）

三
　
試
験
科
目

1
　
衛
生
法
規
に
関
す
る
知
識

2
　
公
衆
衛
生
に
関
す
る
知
識

3
　
洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
知
識

区
間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
身
延
町
和
田
字
入
山
五
七
一
番
一
地
先

か
ら

南
巨
摩
郡
身
延
町
和
田
字
平
林
五
七
六
番
一
四
二

地
先
ま
で

旧

一
〇
・
八
～

　
　
二
五
二
・
四

　
五
〇
八
・
五

新

三
六
・
八
～

　
　
二
五
二
・
四

　
四
八
一
・
七



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
十
号
　
　
令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

三
九
八

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
株
式
会
社
オ
ギ

ノ
　
代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二
　
山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
オ
ギ
ノ
富
士
吉
田
店
　
山
梨
県
富
士
吉
田
市
下
吉
田

九
丁
目
六
番
一
号
外

2
　
変
更
し
た
事
項

所
属

住
所

電
話
番
号

山
梨
県
福
祉
保
健
部
衛
生
薬
務
課

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六

番
一
号

〇
五
五

－

二
二
三

－

一
四
八
八

山
梨
県
中
北
保
健
福
祉
事
務
所
（

中
北
保
健
所
）
衛
生
課

韮
崎
市
本
町
四
丁
目
二
番

四
号

〇
五
五
一

－

二
三

－

三
〇
七
一

山
梨
県
峡
東
保
健
福
祉
事
務
所
（

峡
東
保
健
所
）
衛
生
課

山
梨
市
下
井
尻
百
二
十
六

番
地
一

〇
五
五
三

－

二
〇

－

二
七
五
一

山
梨
県
峡
南
保
健
福
祉
事
務
所
（

峡
南
保
健
所
）
衛
生
課

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢

七
百
七
十
一
番
地
二

〇
五
五
六

－

二
二

－

八
一
五
一

山
梨
県
富
士
・
東
部
保
健
福
祉
事

務
所
（
富
士
・
東
部
保
健
所
）
衛

生
課

富
士
吉
田
市
上
吉
田
一
丁

目
二
番
五
号

〇
五
五
五

－

二
四

－

九
〇
三
三

甲
府
市
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
生
活

衛
生
薬
務
課

甲
府
市
相
生
二
丁
目
十
七

番
一
号

〇
五
五

－

二
三
七

－

二
五
五
〇

4
　
洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
技
能

㈠
　
繊
維
の
鑑
別
に
関
す
る
技
能

㈡
　
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
ア
イ
ロ
ン
仕
上
げ
に
関
す
る
技
能

四
　
受
験
資
格
　
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者

五
　
受
験
手
続

1
　
提
出
書
類

㈠
　
受
験
願
書

㈡
　
履
歴
書

㈢
　
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
卒
業
証

明
書
、
卒
業
証
書
の
写
し
、
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
の
認
定
を
受
け
た
者
は
そ

の
認
定
書
の
写
し
等
）

㈣
　
写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
た

も
の
）

2
　
受
験
手
数
料
　
七
千
円
（
受
験
願
書
に
七
千
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
貼
付

し
、
消
印
は
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
受
験
手
数
料
は
、
出
願
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
し
な
か
っ

た
場
合
で
も
還
付
し
な
い
。
）

3
　
受
験
願
書
受
付
期
間
　
令
和
三
年
八
月
二
十
三
日
（
月
）
か
ら
同
年
九
月
三
日
（
金
）
ま
で

（
以
下
「
受
付
期
間
」
と
い
う
。
）
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例

第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
し
、
4
に
掲
げ
る
受
験
願
書
の
提
出
先
に
持
参
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
又
は
簡
易
書
留
郵
便
で
郵
送
す
る
こ
と
（
受
付
期
間
内
の

消
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。
）
。

4
　
受
験
願
書
等
の
提
出
先
　
受
験
願
書
等
は
、
営
業
所
の
所
在
地
又
は
住
所
地
を
所
管
す
る
各
保

健
福
祉
事
務
所
（
保
健
所
）
（
甲
府
市
に
あ
っ
て
は
、
甲
府
市
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
）
に
提
出
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
は
、
山
梨
県
福
祉
保
健
部
衛
生
薬
務
課
に
提
出
す

る
こ
と
。

六
　
試
験
結
果
の
発
表
等

1
　
合
格
者
の
発
表
　
令
和
三
年
十
月
二
十
九
日
（
金
）
午
前
九
時
に
山
梨
県
防
災
新
館
東
側
、
各

保
健
福
祉
事
務
所
（
保
健
所
）
及
び
甲
府
市
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
の
掲
示
板
並
び
に
山
梨
県
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
合
格
者
を
受
験
番
号
で
発
表
す
る
。

2
　
合
否
通
知
書
の
送
付
　
受
験
者
に
は
、
試
験
結
果
発
表
後
に
合
否
通
知
書
を
郵
送
す
る
。

七
　
問
合
せ
先

所
属

住
所

電
話
番
号

山
梨
県
福
祉
保
健
部
衛
生
薬
務
課

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六

番
一
号

〇
五
五

－

二
二
三

－

一
四
八
八

山
梨
県
中
北
保
健
福
祉
事
務
所
（

中
北
保
健
所
）
衛
生
課

韮
崎
市
本
町
四
丁
目
二
番

四
号

〇
五
五
一

－

二
三

－

三
〇
七
一

山
梨
県
峡
東
保
健
福
祉
事
務
所
（

峡
東
保
健
所
）
衛
生
課

山
梨
市
下
井
尻
百
二
十
六

番
地
一

〇
五
五
三

－

二
〇

－

二
七
五
一

山
梨
県
峡
南
保
健
福
祉
事
務
所
（

峡
南
保
健
所
）
衛
生
課

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢

七
百
七
十
一
番
地
二

〇
五
五
六

－

二
二

－

八
一
五
一

山
梨
県
富
士
・
東
部
保
健
福
祉
事

務
所
（
富
士
・
東
部
保
健
所
）
衛

生
課

富
士
吉
田
市
上
吉
田
一
丁

目
二
番
五
号

〇
五
五
五

－

二
四

－

九
〇
三
三

甲
府
市
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
生
活

衛
生
薬
務
課

甲
府
市
相
生
二
丁
目
十
七

番
一
号

〇
五
五

－

二
三
七

－

二
五
五
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
十
号
　
　
令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

三
九
九

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
株
式
会
社
オ
ギ

ノ
　
代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二
　
山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
オ
ギ
ノ
都
留
店
　
山
梨
県
都
留
市
田
原
二
丁
目
八
百

七
十
六
番
外

2
　
変
更
し
た
事
項

㈠
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

㈡
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号
　

外
一
者

3
　
変
更
の
年
月
日
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
八
日
外

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
三
年
七
月
十
二
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で

㈠
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

変
更
前

変
更
後

山
梨
県
富
士
吉
田
市
下
吉
田
四
千
九
百
三
十

番

山
梨
県
富
士
吉
田
市
下
吉
田
九
丁
目
六
番
一

号
外

㈡
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

㈢
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

　
外
一
者

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号
　

外
一
者

3
　
変
更
の
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
一
日
外

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
三
年
七
月
十
二
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
十
号
　
　
令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

四
〇
〇

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
株
式
会
社
オ
ギ

ノ
　
代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二
　
山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
オ
ギ
ノ
笛
吹
店
　
A
ゾ
ー
ン
　
山
梨
県
笛
吹
市
石
和

町
広
瀬
字
前
田
二
百
二
十
五
番
地

2
　
変
更
し
た
事
項

㈠
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

㈡
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

　
外
二
者

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号
　

外
二
者

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
株
式
会
社
オ
ギ

ノ
　
代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二
　
山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
オ
ギ
ノ
韮
崎
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
　
山
梨
県
韮

崎
市
藤
井
町
南
下
条
二
百
番
地

2
　
変
更
し
た
事
項

㈠
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

㈡
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

　
外
五
者

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号
　

外
六
者

3
　
変
更
の
年
月
日
　
平
成
十
九
年
二
月
二
十
日
外

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
三
年
七
月
十
二
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
十
号
　
　
令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

四
〇
一

3
　
変
更
の
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
一
日

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
三
年
七
月
十
二
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
株
式
会
社
オ
ギ

ノ
　
代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二
　
山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
オ
ギ
ノ
田
富
店
　
山
梨
県
中
央
市
西
花
輪
字
村
北
三

千
四
百
六
十
一
番

2
　
変
更
し
た
事
項

㈠
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

㈡
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号
　

外
一
者

3
　
変
更
の
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
一
日
外

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
三
年
七
月
十
二
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
株
式
会
社
オ
ギ

ノ
　
代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二
　
山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
オ
ギ
ノ
笛
吹
店
　
B
ゾ
ー
ン
　
山
梨
県
笛
吹
市
石
和

町
広
瀬
字
前
田
二
百
三
十
五
番
地

2
　
変
更
し
た
事
項

㈠
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

㈡
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

　
外
二
者

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号
　

外
二
者

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
十
号
　
　
令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

四
〇
二

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ

代
表
取
締
役
　
柳
井
正

山
口
県
山
口
市
佐
山
七
百
十
七
番
地
一

株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ

代
表
取
締
役
　
柳
井
正

山
口
県
山
口
市
佐
山
一
万
七
百
十
七
番
地
一

　
外
一
者

3
　
変
更
の
年
月
日
　
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日
外

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
三
年
七
月
十
二
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で

◉
　
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
宮

町
市
之
蔵
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
退
任

役
職
名

氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長

鈴
木
清
孝

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
四
百
二
十

八
番
地

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

理
事

山
口
栄
治

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
七
百
九
十

番
地
一

同

同

望
月
宏
司

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
八
十
四
番

地
一

同

同

堀
内
文
三

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
百
十
九
番

地

同

同

鈴
木
幸
弘

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
二
百
十
番

地

同

同

古
屋
速
人

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
七
十
一
番

地

同

同

田
中
定
則

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
五
百
三
十

一
番
地

同

同

山
口
竹
夫

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
百
三
十
五

番
地
二

同

同

神
宮
字
治
彦

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
九
百
六
十

三
番
地

同

同

中
村
洋
子

笛
吹
市
一
宮
町
塩
田
八
百
九
十
八

番
地

同

監
事

萩
原
勝

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
五
百
五
十

八
番
地

同

同

鈴
木
俊
彦

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
二
百
十
一

番
地

同

3
　
変
更
の
年
月
日
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
六
日
外

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
三
年
七
月
十
二
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
三
菱
H
C
キ
ャ

ピ
タ
ル
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
柳
井
隆
博
　
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
ユ
ニ
ク
ロ
甲
府
店
　
山
梨
県
甲
府
市
上
阿
原
町
五
百

十
一
番
地
一

2
　
変
更
し
た
事
項

㈠
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

三
菱
U
F
J
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
柳
井
隆
博

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

三
菱
H
C
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
柳
井
隆
博

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

㈡
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号
　

外
一
者
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梨
県
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令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

四
〇
三

◉
　
都
市
計
画
の
変
更
図
書
の
縦
覧

役
職
名

氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
長

望
月
宏
司

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
八
十
四
番

地
一

令
和
三
年
四
月
一
日

理
事

鈴
木
清
孝

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
四
百
二
十

八
番
地

同

同

三
枝
久
樹

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
九
十
二
番

地

同

同

鈴
木
伸
二

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
二
百
十
四

番
地

同

同

堀
内
新

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
千
五
百
六

番
地

同

同

鈴
木
昭
夫

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
五
百
七
十

七
番
地

同

同

堀
内
正
義

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
百
二
十
四

番
地

同

同

三
枝
皎

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
七
十
三
番

地

同

同

山
口
英
樹

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
九
百
六
十

二
番
地

同

同

堀
内
信
雄

笛
吹
市
一
宮
町
新
巻
五
百
十
七
番

地

同

監
事

鈴
木
俊
彦

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
二
百
十
一

番
地

同

同

上
村
智
枝
子

笛
吹
市
石
和
町
八
田
四
百
九
十
番

地
三
十
八

同

二
　
就
任

役
職
名

氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長

鈴
木
清
孝

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
四
百
二
十

八
番
地

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

理
事

山
口
栄
治

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
七
百
九
十

番
地
一

同

同

望
月
宏
司

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
八
十
四
番

地
一

同

同

堀
内
文
三

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
百
十
九
番

地

同

同

鈴
木
幸
弘

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
二
百
十
番

地

同

同

古
屋
速
人

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
七
十
一
番

地

同

同

田
中
定
則

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
五
百
三
十

一
番
地

同

同

山
口
竹
夫

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
百
三
十
五

番
地
二

同

同

神
宮
字
治
彦

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
九
百
六
十

三
番
地

同

同

中
村
洋
子

笛
吹
市
一
宮
町
塩
田
八
百
九
十
八

番
地

同

監
事

萩
原
勝

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
五
百
五
十

八
番
地

同

同

鈴
木
俊
彦

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
二
百
十
一

番
地

同

役
職
名

氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
長

望
月
宏
司

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
八
十
四
番

地
一

令
和
三
年
四
月
一
日

理
事

鈴
木
清
孝

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
四
百
二
十

八
番
地

同

同

三
枝
久
樹

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
九
十
二
番

地

同

同

鈴
木
伸
二

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
二
百
十
四

番
地

同

同

堀
内
新

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
千
五
百
六

番
地

同

同

鈴
木
昭
夫

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
五
百
七
十

七
番
地

同

同

堀
内
正
義

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
百
二
十
四

番
地

同

同

三
枝
皎

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
七
十
三
番

地

同

同

山
口
英
樹

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
九
百
六
十

二
番
地

同

同

堀
内
信
雄

笛
吹
市
一
宮
町
新
巻
五
百
十
七
番

地

同

監
事

鈴
木
俊
彦

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
二
百
十
一

番
地

同

同

上
村
智
枝
子

笛
吹
市
石
和
町
八
田
四
百
九
十
番

地
三
十
八

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
十
号
　
　
令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

四
〇
四

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
昭
和
町
長
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
図
書
を
次

の
場
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
都
市
計
画
の
種
類
　
甲
府
都
市
計
画
道
路

二
　
縦
覧
場
所
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博

　
政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

　
そ
の
他
の
政
治
団
体

　
政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

山
下
利
彦
後
援
会
「
や
ま
び
こ
会
」

山

下

利

彦

山

下

利

彦

南
巨
摩
郡
身
延
町
飯
富
二
三
五
一

－

二

令
和
三
年
六
月
二

十
三
日

令
和
三
年
六
月
二

十
四
日

中
野
た
か
ひ
と
・
と
共
に
進
む
会

渡

邉

貞

夫

古

屋

和

雄

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
四
六
二
〇

－

一
一

令
和
三
年
六
月
二

十
日

令
和
三
年
六
月
二

十
五
日

中
村
た
く
ろ
う
後
援
会

林

　

譲

古

屋

民

三

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
一
一
一
九

－

二

令
和
三
年
七
月
十

三
日

令
和
三
年
七
月
十

三
日

区
分

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
芙
蓉
会
支

部

富
士
吉
田
市
中
曽
根
一

－

五

－

二
五

令
和
三
年
七
月

一
日

令
和
三
年
七
月

七
日

旧

富
士
吉
田
市
新
西
原
五
丁
目
二

－

一

新

山
梨
県
鍼
灸
師
連
盟

深

澤

栄

一

令
和
三
年
五
月

二
十
一
日

令
和
三
年
六
月

十
六
日

旧

細

田

敬

二

新

全
日
本
不
動
産
政
治
連
盟
山
梨

県
本
部

渡

邊

菊

夫

令
和
三
年
五
月

二
十
日

令
和
三
年
六
月

二
十
九
日

旧

塩

﨑

正

貴

新

東
電
労
組
政
治
連
盟
山
梨
県
支

部

木

下

昭

英

令
和
三
年
六
月

二
十
一
日

令
和
三
年
七
月

二
日

旧

小

川

直

人

新

小
林
ま
り
こ
後
援
会

辻

　

正

彦 
令
和
三
年
七
月

一
日

令
和
三
年
七
月

十
三
日

旧

坂

本

　

治
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梨
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和
三
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七
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日
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五

よ
り
、
包
括
外
部
監
査
人
田
中
佑
幸
の
監
査
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
協
議
が
調
っ

た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

山
梨
県
監
査
委
員
　
　
中
　
澤
　
　
和
　
樹

同
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
泉
　
　
久
　
司

同
　
　
　
　
　
　
　
　
久
保
田
　
　
松
　
幸

同
　
　
　
　
　
　
　
　
早
　
川
　
　
　
　
浩

補
助
す
る
者
の
氏
名

補
助
す
る
者
の
住
所

　
　
補
助
で
き
る
期
間

近
　
藤
　
　
　
徹

山
梨
県
甲
府
市
相
生

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

川
　
口
　
明
　
浩

千
葉
県
市
川
市
国
府
台

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

山
　
本
　
　
　
薫

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
長
沢

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

関
　
野
　
　
　
孝

山
梨
県
甲
府
市
上
町

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

松
　
原
　
　
　
創

東
京
都
墨
田
区
八
広

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

海
　
野
　
純
　
矢

山
梨
県
甲
府
市
下
飯
田

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

前
　
田
　
晋
　
吾

山
梨
県
甲
府
市
塩
部

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

深
　
澤
　
智
　
之

山
梨
県
甲
府
市
若
松
町

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

　
政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

山
梨
県
の
区
域
に
お
い
て
衆
議
院
議
員
総
選
挙
が
行
わ
れ
る
た
め
、
令
和
三
年
八
月
二
十
二
日
か
ら

衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間
、
山
梨
県
の
区
域
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号
）
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第

百
六
十
二
号
）
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
並
び

に
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
る
す
べ
て
の
直
接
請
求
又
は
解
職
の
請
求
の
た
め
の
署

名
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博

監 

査 

委 

員

山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に

区
分

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
芙
蓉
会
支

部

富
士
吉
田
市
中
曽
根
一

－

五

－
二
五

令
和
三
年
七
月

一
日

令
和
三
年
七
月

七
日

旧

富
士
吉
田
市
新
西
原
五
丁
目
二

－
一

新

山
梨
県
鍼
灸
師
連
盟

深

澤

栄

一

令
和
三
年
五
月

二
十
一
日

令
和
三
年
六
月

十
六
日

旧

細

田

敬

二

新

全
日
本
不
動
産
政
治
連
盟
山
梨

県
本
部

渡

邊

菊

夫

令
和
三
年
五
月

二
十
日

令
和
三
年
六
月

二
十
九
日

旧

塩

﨑

正

貴

新

東
電
労
組
政
治
連
盟
山
梨
県
支

部

木

下

昭

英

令
和
三
年
六
月

二
十
一
日

令
和
三
年
七
月

二
日

旧

小

川

直

人

新

小
林
ま
り
こ
後
援
会

辻

　

正

彦 

令
和
三
年
七
月

一
日

令
和
三
年
七
月

十
三
日

旧

坂

本

　

治

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

山
梨
県
造
園
建
設
業
政
治
連
盟

帯

金

岩

夫

辻

　

宏

幸

甲
斐
市
篠
原
二
四
五
六

－

四

令
和
三
年
五
月
三

十
一
日

令
和
三
年
六
月
二

十
三
日

伸
栄
会

清

水

一

雄

浅

野

貞

子

南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島
二
三
四
七

－

二

令
和
三
年
六
月
二

十
三
日

令
和
三
年
六
月
二

十
三
日
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県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
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県
公
報
　
　
第
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十
号
　
　
令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

四
〇
六

補
助
す
る
者
の
氏
名

補
助
す
る
者
の
住
所

　
　
補
助
で
き
る
期
間

近
　
藤
　
　
　
徹

山
梨
県
甲
府
市
相
生

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

川
　
口
　
明
　
浩

千
葉
県
市
川
市
国
府
台

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

山
　
本
　
　
　
薫

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
長
沢

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

関
　
野
　
　
　
孝

山
梨
県
甲
府
市
上
町

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

松
　
原
　
　
　
創

東
京
都
墨
田
区
八
広

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

海
　
野
　
純
　
矢

山
梨
県
甲
府
市
下
飯
田

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

前
　
田
　
晋
　
吾

山
梨
県
甲
府
市
塩
部

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

深
　
澤
　
智
　
之

山
梨
県
甲
府
市
若
松
町

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日


